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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

　

　

回次
第146期
第２四半期
累計期間

第146期
第２四半期
会計期間

第145期

会計期間
自　平成21年２月１日
至　平成21年７月31日

自　平成21年５月１日
至　平成21年７月31日

自　平成20年２月１日
至　平成21年１月31日

売上高 (千円) 1,837,749 943,486 3,706,742

経常利益又は
経常損失(△)

(千円) 13,095 △8,543 77,000

四半期(当期)純利益又は
四半期純損失(△)

(千円) 8,361 △9,617 74,028

持分法を適用した
場合の投資利益

(千円) 20,460 ─ 24,938

純資産額 (千円) ─ 3,328,567 3,319,942

総資産額 (千円) ─ 4,738,480 4,733,260

１株当たり純資産額 (円) ─ 1,279.62 1,276.25

１株当たり四半期
(当期)純利益又は
１株当たり四半期
純損失(△)

(円) 3.21 △3.70 28.46

潜在株式調整後
１株当たり四半期
(当期)純利益

(円) ─ ─ ─

自己資本比率 (％) ─ 70.3 70.1

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 105,090 ─ 191,177

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 9,656 ─ 81,759

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △13,006 ─ △476,317

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) ─ 612,284 510,545

従業員数 (名) ─ 205 187

(注)　１　売上高には、消費税及び地方消費税(以下、消費税等という。)は含まれておりません。

 　　 ２　潜在株式調整後１株当り四半期(当期)純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりま

せん。当第２四半期会計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純損失については、１株当たり四半期純

損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
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２ 【事業の内容】

当第２四半期会計期間において、当社グループ(当社及び関連会社)が営んでいる事業内容に重要な変更

はありません。

 また、主要な関係会社についても異動はありません。

　

３ 【関係会社の状況】

当第２四半期会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

　

４ 【従業員の状況】

提出会社の状況

　 平成21年７月31日現在

従業員数(名) 205(170)

(注) 従業員は就業人員であり、臨時雇用者数は、当第２四半期会計期間の平均人員を(　)外数で記載しております。
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第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 収容能力及び収容実績

当第２四半期会計期間における収容能力(生産能力)と収容実績は次のとおりであります。

 
営業店

当第２四半期会計期間
(自　平成21年５月１日
至　平成21年７月31日)

収容能力(人) 収容実績(人) 利用率(％)

上野 　 　 　

　宴会 92,000 30,886 34

　レストラン 20,424 57,792 283

東京国立博物館 　 　 　

　レストラン 6,794 47,135 694

科学博物館 　 　 　

　レストラン 10,400 75,520 726

東京都美術館 　 　 　

　レストラン 17,820 63,503 356

台東 　 　 　

　宴会 16,800 5,750 34

　レストラン 12,320 7,917 64

東京文化会館 　 　 　

　レストラン 15,566 96,543 620

日本橋 　 　 　

　レストラン 7,956 12,102 152

その他のレストラン 51,720 96,149 186

(注) 収容能力は各営業店とも客席数に営業日数を乗じて算定しております。

　

(2) 受注実績

当社の事業の性格上、受注実績は販売実績と同額のため記載を省略しております。
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(3) 販売実績

①　部門別販売実績

当第２四半期会計期間における販売実績を部門別に示すと次のとおりであります。

部門

当第２四半期会計期間
(自　平成21年５月１日
至　平成21年７月31日)

金額(千円)

レストラン 580,704

宴会他 362,782

計 943,486

(注) 　上記金額には消費税等は含まれておりません。

　
　　　②　営業所別販売実績

　　　当第２四半期会計期間における販売実績を営業店別に示すと次のとおりであります。

営業店別

当第２四半期会計期間
(自　平成21年５月１日
至　平成21年７月31日)

金額(千円)

本社 9,531

上野 445,508

東京国立博物館 47,998

科学博物館 54,017

東京都美術館 67,846

台東 27,270

東京文化会館 121,983

松屋 22,787

読売 17,936

日本橋 24,443

東京大学附属病院 28,993

船堀 12,912

大岡山 21,035

船橋 23,687

池袋 11,715

六本木カレーハウス 2,809

市川白馬亭 3,016

合計 943,486

(注) １　大岡山店は平成21年5月27日に開店いたしました。

２　上記金額には消費税等は含まれておりません。

　

２ 【事業等のリスク】

当四半期会計期間において、財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の異常な変動等又は、

前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について変更はありません。
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３ 【経営上の重要な契約等】

　該当事項はありません。

　

４ 【財政状態及び経営成績の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社が判断したものであります。

(1) 経営成績の分析

当第２四半期会計期間におけるわが国経済は、米国のサブプライムローン問題を契機とする世界同時

不況の影響を受けた中、一部に持ち直しの動きが見えるものの、企業の設備投資や雇用情勢の改善は顕著

に現れず、景気の先行きに不安を抱えた状況下で推移しました。

当飲食業界におきましては、雇用不安の広がりにより、個人消費は振るわず、また、宴会需要が低迷する

など、非常に厳しい経営環境となりました。

このような情勢下ではありましたが、当社は本年３月下旬から東京文化会館店のリニューアル工事を

行い、お客様がより快適に寛げる飲食スペースとしてレストランとカフェテラスの強化を図り、同年4月

から営業を再開しました。また、同年5月下旬には東急大井町線大岡山駅前に新設された東工大蔵前会館

内にレストラン「ロイアルブルー精養軒」を出店しました。

この結果、当期の売上高は943百万円、営業損失18百万円、経常損失９百万円、四半期純損失10百万円と

なりました。

(2) 財政状態の分析

(資産)

当第２四半期会計期間末における総資産は前事業年度末と比べ5百万円増加し、4,738百万円となりま

した。

流動資産は44百万円減少の1,466百万円、固定資産は50百万円増加の3,273百万円となりました。流動資

産の減少の主な要因は、売掛金が25百万円減少したことによるものです。

固定資産の増加の主な要因は、3月に上野本店空調設備改修工事、4月の文化会館店リニューアル等、ま

た、5月下旬に東急大井町線大岡山駅前に新設された東工大蔵前会館内にレストラン「ロイアルブルー精

養軒」を出店し、それらに要した設備投資197百万円が増加した一方で、減価償却費を67百万円計上した

ことと、設備投資等の支払いに充てるため長期預金を100百万円減少させたことによるものです。

(負債)

当第２四半期会計期間末の負債合計は、前事業年度末と比べ3百万円減少し、1,410百万円となりまし

た。流動負債は3百万円増加の348百万円、固定負債は7百万円減少の1,062百万円となりました。

流動負債の増加の主な要因は、未払費用の16百万円の増加であり、その内容は7月支払の賞与に係る社

会保険料12百万円が増加したことによるものです。

 固定負債の減少の主な要因は、退職給付引当金が15百万円増加した一方で、役員退職慰労引当金が31

百万円減少したことによるものです。

(純資産)

当第２四半期会計期間末の純資産は前事業年度末と比べ9百万の増加となりました。これは利益剰余金

が５百万円減少しましたが、投資有価証券の時価が値上がりした影響でその他有価証券評価差額金が13

百万円増加したことによるものです。
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(3) キャッシュ・フローの状況

当第２四半期会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、612百万円となり前事

業年度末と比べ102百万円の増加となりました。各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりでありま

す。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果使用した資金は、64百万円となりました。この減少の主な要因は、税引前四半期純損失9

百万円に加え、賞与引当金の減少41百万円、仕入債務の減少25百万円によるものです。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動の結果使用した資金は、45百万円となりました。この減少の主な要因は、有形固定資産の取得

による支出145百万円の増加に対し、定期預金の減少100百万円があったことによるものです。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動の結果使用した資金は、13百万円となりました。これは、株主配当金13百万円であります。
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第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

当第２四半期会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

　

(2) 設備の新設、除却等の計画

当第２四半期会計期間において、第１四半期会計期間末に計画中であった重要な設備の新設、除却等に

ついて、重要な変更並びに重要な設備計画の完了はありません。

また、当第２四半期会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等はありません。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 8,000,000

計 8,000,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
第２四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成21年７月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成21年９月14日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 2,628,000 2,628,000
ジャスダック
証券取引所

単元株式数
100株

計 2,628,000 2,628,000― ―

　

(2) 【新株予約権等の状況】

　

　　　　該当事項はありません。
　

　

(3) 【ライツプランの内容】

　

　　　　該当事項はありません。
　

　

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成21年５月１日～
平成21年７月31日

─ 2,628 ─ 131,400 ─ 4,330
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(5) 【大株主の状況】

平成21年7月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％)

財団法人福島育英会 東京都中央区日本橋室町１丁目５－３ 490.0 18.65

福島ビル株式会社 東京都中央区日本橋室町１丁目５－３ 417.5 15.89

学校法人根津育英会 東京都練馬区豊玉上１丁目26－１ 388.8 14.79

根　津　公　一 東京都港区 131.7 5.01

株式会社みずほ銀行 東京都千代田区内幸町１丁目１－５ 120.0 4.57

高　島　憲　正 東京都荒川区 68.4 2.60

アサヒビール株式会社 東京都墨田区吾妻橋１丁目23－１ 60.0 2.28

サッポロビール株式会社 東京都渋谷区恵比寿４丁目20－１ 60.0 2.28

㈱スキル・パートナーズ・イン
ベストメント・ワークス

東京都港区東新橋１丁目10－１－807 59.9 2.28

精養軒従業員持株会 東京都台東区上野公園４番58号 58.4 2.22

計 ― 1,854.7 70.57

　

(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成21年7月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ─ ─ ─

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)

 
(自己保有株式)
普通株式26,700
 

―
権利内容に何ら限定のない当社にお
ける標準となる株式

完全議決権株式(その他)
普通株式

2,596,100
25,961同上

単元未満株式
　
普通株式 5,200
　

― 同上

発行済株式総数 2,628,000― ―

総株主の議決権 ― 25,961 ―

(注)　「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式93株が含まれております。

　

　

② 【自己株式等】

平成21年7月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式総数
に対する所有
株式数の割合(％)

(自己保有株式)
株式会社精養軒

東京都台東区上野公園
４番58号

26,700─ 26,700 1.0

計 ― 26,700─ 26,700 1.0
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２ 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

　

月別
平成21年
　２月

　
　３月

　
　４月

　
　５月

　
　６月

　
　７月

最高(円) 784 800 700 800 789 769

最低(円) 670 630 650 650 701 665

(注)　　株価は、ジャスダック証券取引所におけるものであります。

　

３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動はありません。
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第５ 【経理の状況】

１　四半期財務諸表の作成方法について

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣

府令第63号。以下「四半期財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。

　

２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第２四半期会計期間(平成21年５月１日か

ら平成21年７月31日まで)及び当第２四半期累計期間(平成21年２月１日から平成21年７月31日まで)に係

る四半期財務諸表について、あずさ監査法人により四半期レビューを受けております。

　

３　四半期連結財務諸表について

当社は、子会社がないため、連結財務諸表は作成しておりません。
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１【四半期財務諸表】
(1)【四半期貸借対照表】

(単位：千円)

当第２四半期会計期間末
(平成21年７月31日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成21年１月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,322,284 1,330,545

売掛金 82,517 107,105

たな卸資産 ※1
 33,370

※1
 37,382

その他 29,363 39,147

貸倒引当金 △1,700 △4,000

流動資産合計 1,465,834 1,510,178

固定資産

有形固定資産

建物（純額） ※2
 1,008,239

※2
 920,501

土地 603,193 603,193

その他（純額） ※2
 138,505

※2
 105,220

有形固定資産合計 1,749,937 1,628,914

無形固定資産 5,443 2,023

投資その他の資産

投資有価証券 1,012,083 988,972

長期預金 400,000 500,000

その他 110,183 109,673

貸倒引当金 △5,000 △6,500

投資その他の資産合計 1,517,266 1,592,145

固定資産合計 3,272,646 3,223,082

資産合計 4,738,480 4,733,260

負債の部

流動負債

買掛金 72,522 69,192

未払金 94,754 119,742

未払費用 87,128 70,202

賞与引当金 41,000 40,000

その他 52,772 45,601

流動負債合計 348,176 344,737

固定負債

退職給付引当金 819,821 805,168

役員退職慰労引当金 105,531 136,050

繰延税金負債 127,392 118,232

その他 8,993 9,131

固定負債合計 1,061,737 1,068,581

負債合計 1,409,913 1,413,318
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(単位：千円)

当第２四半期会計期間末
(平成21年７月31日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成21年１月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 131,400 131,400

資本剰余金 4,330 4,330

利益剰余金 3,027,428 3,032,074

自己株式 △20,278 △20,198

株主資本合計 3,142,880 3,147,606

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 185,687 172,336

評価・換算差額等合計 185,687 172,336

純資産合計 3,328,567 3,319,942

負債純資産合計 4,738,480 4,733,260
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(2)【四半期損益計算書】
【第２四半期累計期間】

(単位：千円)

当第２四半期累計期間
(自 平成21年２月１日
　至 平成21年７月31日)

売上高 1,837,749

売上原価 807,576

売上総利益 1,030,173

販売費及び一般管理費 ※1
 1,030,031

営業利益 142

営業外収益

受取利息 3,035

雑収入 9,917

営業外収益合計 12,953

経常利益 13,095

特別利益

貸倒引当金戻入額 1,538

特別利益合計 1,538

特別損失

固定資産除却損 4,912

特別損失合計 4,912

税引前四半期純利益 9,721

法人税、住民税及び事業税 1,360

法人税等合計 1,360

四半期純利益 8,361
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【第２四半期会計期間】
(単位：千円)

当第２四半期会計期間
(自 平成21年５月１日
　至 平成21年７月31日)

売上高 943,486

売上原価 428,502

売上総利益 514,984

販売費及び一般管理費 ※1
 532,898

営業損失（△） △17,914

営業外収益

受取利息 1,649

雑収入 7,722

営業外収益合計 9,371

経常損失（△） △8,543

特別損失

固定資産除却損 264

特別損失合計 264

税引前四半期純損失（△） △8,807

法人税、住民税及び事業税 810

法人税等合計 810

四半期純損失（△） △9,617
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(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)

当第２四半期累計期間
(自 平成21年２月１日
　至 平成21年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純利益 9,721

減価償却費 69,901

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,800

賞与引当金の増減額（△は減少） 1,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） 14,653

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △30,519

受取利息及び受取配当金 △9,424

有形固定資産除却損 3,046

売上債権の増減額（△は増加） 24,588

たな卸資産の増減額（△は増加） 4,012

仕入債務の増減額（△は減少） 3,330

その他 9,703

小計 96,212

利息及び配当金の受取額 9,424

法人税等の支払額 △546

営業活動によるキャッシュ・フロー 105,090

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △180,000

定期預金の払戻による収入 390,000

有形固定資産の取得による支出 △195,944

無形固定資産の取得による支出 △3,800

投資有価証券の取得による支出 △600

投資活動によるキャッシュ・フロー 9,656

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額 △12,926

その他 △81

財務活動によるキャッシュ・フロー △13,006

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 101,739

現金及び現金同等物の期首残高 510,545

現金及び現金同等物の四半期末残高 612,284
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【四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

　

 

当第２四半期累計期間
(自　平成21年２月１日　
　至　平成21年７月31日)

会計処理基準に関する事項の

変更

 

 
 

(１)棚卸資産の評価に関する会計基準の適用

当会計年度の第１四半期会計期間から平
成18年７月５日公表の「棚卸資産の評価に
関する会計基準」(企業会計基準委員会　企
業会計基準第９号)を適用し、評価基準につ
いては、原価法から原価法(収益性の低下に
よる簿価切下げの方法)に変更しておりま
す。 
なお、これによる損益に与える影響はあ
りません。

　

　

　
　
　

(２)リース取引に関する会計基準の適用

所有権移転外ファイナンス・リース取引
については、従来、賃貸借取引に係る方法に
準じた会計処理によっておりましたが、
「リース取引に関する会計基準」(企業会
計基準第13号　平成19年３月30日改正)及び
「リース取引に関する会計基準の適用指
針」(企業会計基準適用指針第16号　平成19
年３月30日改正)が平成20年４月１日以後
開始する会計年度に係る四半期財務諸表か
ら適用することができることになったこと
に伴い、当第１四半期会計期間からこれら
の会計基準等を適用し、通常の売買取引に
係る方法に準じた会計処理によっておりま
す。 
また、所有権移転外ファイナンス・リー
ス取引に係るリース資産の減価償却費の方
法については、リース期間を耐用年数とし、
残存価額を零とする定額法を採用しており
ます。 
なお、これによる損益に与える影響はあ
りません。

　

　

【簡便な会計処理】

　

　
当第２四半期累計期間
(自　平成21年２月１日
至　平成21年７月31日)

１.一般債権の貸倒見積額の

　算定方法

一般債権に係る貸倒引当金は、前会計年度末に算定した貸倒実績

率等から著しい変化がないと認められるため、前会計年度の貸倒実

績率等を用いて算定しております。

２.固定資産の減価償却費の

　算定方法

減価償却費の方法として定率法を採用している資産については、

会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定しております。

　

　

【四半期財務諸表の作成に特有の会計処理】

　
　該当事項はありません。
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【注記事項】

(四半期貸借対照表関係)

　
当第２四半期会計期間末
(平成21年７月31日)

前事業年度末
(平成21年１月31日)

※１　たな卸資産内訳
原料品                            26,004千円
　貯蔵品                             7,366千円

※１　たな卸資産内訳
原料品                            29,845千円
貯蔵品                             7,537千円

※２　有形固定資産減価償却累計額

1,844,035千円

※２　有形固定資産減価償却累計額
1,812,499千円

　

　

(四半期損益計算書関係)

第２四半期累計期間

　
当第２四半期累計期間
(自　平成21年２月１日
至　平成21年７月31日)

※１　販売費及び一般管理費のうち主要なものは下記の

とおりであります。

給与 444,727千円

賃借料 109,384千円

退職給付費用 12,598千円

減価償却費 62,232千円

　

　

第２四半期会計期間

　
当第２四半期会計期間
(自　平成21年５月１日
至　平成21年７月31日)

※１　販売費及び一般管理費のうち主要なものは下記の

とおりであります。

給与 244,863千円

賃借料 55,999千円

退職給付費用 5,862千円

減価償却費 34,285千円

　

　

(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

　
当第２四半期累計期間
(自　平成21年２月１日
　至　平成21年７月31日)

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対

照表に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金 1,322,284千円

預入期間が３か月超の定期預金 △710,000千円

現金及び現金同等物 612,284千円
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(株主資本等関係)

当第２四半期会計期間末(平成21年７月31日)及び当第２四半期累計期間(自　平成21年２月１日　至　平成21

年７月31日)

１　発行済株式に関する事項

株式の種類 当第２四半期会計期間末

普通株式(株) 2,628,000

　

　

２　自己株式に関する事項

株式の種類 当第２四半期会計期間末

普通株式(株) 26,793

　

　

３　新株予約権等に関する事項

　

　　　該当事項はありません。

　

　
４　配当に関する事項

　(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(千円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成21年4月24日
定時株主総会

普通株式 13,007 5 平成21年1月31日 平成21年4月27日 利益剰余金

　
　(2) 基準日が当事業年度の開始の日から当四半期会計期間末までに属する配当のうち、配当の効力発生日

が当四半期会計期間の末日後となるもの

　　　

　　　該当事項はありません。

　

(有価証券関係)

当第２四半期会計期間末において、事業の運営において重要なものでありかつ前事業年度の末日に

比べて著しい変動が認められるものはありません。

　

(デリバティブ取引関係)

当社は、デリバティブ取引を行っていないため、該当事項はありません。

　

(企業結合等関係)

該当事項はありません。
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(持分法損益等)

第２四半期累計期間

　
当第２四半期累計期間
(自　平成21年２月１日
至　平成21年７月31日)

関連会社に対する投資の金額 342,500千円

持分法を適用した場合の投資の金額 189,153千円

持分法を適用した場合の投資利益の金額 20,460千円
　

　

第２四半期会計期間

　
当第２四半期会計期間
(自　平成21年５月１日
至　平成21年７月31日)

関連会社に対する投資の金額 342,500千円

持分法を適用した場合の投資の金額 189,153千円

持分法を適用した場合の投資利益の金額 ─　千円
　

　

(１株当たり情報)

１　１株当たり純資産額

　
当第２四半期会計期間末
(平成21年7月31日)

前事業年度末
(平成21年1月31日)

　 　

　 1,279.62円
　

　 　

　 1,276.25円
　

　

２　１株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益

第２四半期累計期間

当第２四半期累計期間
(自　平成21年2月1日 
至　平成21年7月31日)

１株当たり四半期純利益 3.21円

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につ
いては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　

(注) １株当たり四半期純利益の算定上の基礎

項目
当第２四半期累計期間
(自　平成21年2月1日 
至　平成21年7月31日)

四半期損益計算書上の四半期純利益(千円) 8,361

普通株式に係る四半期純利益(千円) 8,361

普通株主に帰属しない金額(千円) ─

普通株式の期中平均株式数(株) 2,601,278
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第２四半期会計期間

当第２四半期会計期間
(自　平成21年5月1日 
至　平成21年7月31日)

１株当たり四半期純損失 △3.70円

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純損失について
は、１株当たり四半期純損失であり、また、潜在株式が存
在しないため記載しておりません。

　

(注) １株当たり四半期純損失の算定上の基礎

項目
当第２四半期会計期間
(自　平成21年5月1日 
至　平成21年7月31日)

四半期損益計算書上の四半期純損失(千円) △9,617

普通株式に係る四半期純損失(千円) △9,617

普通株主に帰属しない金額(千円) ─

普通株式の期中平均株式数(株) 2,601,252

　

　

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

EDINET提出書類

株式会社精養軒(E04763)

四半期報告書

22/25



２【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成21年９月14日

株式会社　精養軒

取締役会　御中

　

あずさ監査法人

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士　　　　二ノ宮　　隆雄　　印

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士　　　　原田　　　一　　　印

　

　

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式

会社精養軒の平成21年２月１日から平成22年１月31日までの第146期事業年度の第２四半期会計期間(平成21

年５月１日から平成21年７月31日まで)及び第２四半期累計期間(平成21年２月１日から平成21年７月31日ま

で)に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び四半期キャッシュ・フロー計

算書について四半期レビューを行った。この四半期財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は

独立の立場から四半期財務諸表に対する結論を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当

と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社精養軒の平成21年７月31日現在の財政状態、同

日をもって終了する第２四半期会計期間及び第２四半期累計期間の経営成績並びに第２四半期累計期間の

キャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められ

なかった。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

　
 
(注) １　上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告

書提出会社)が別途保管しております。

２　四半期財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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